
農業土木工事共通仕様書の一部改正について 

1 

改正案（H30.10 改正） 現 行 
 

第 1編 共通編 

第１章 総 則 
第１節 総則 

１－１－２ ～ １－１－１３［略］ 

 

１－１－１４ 施工体制台帳及び施工体系図 

１．～５．[略] 

６．原則として県発注工事においては、全ての社会保険等未加入業者を下請契約（二次以下を含む）の相手方としないこととす

る。 

また、提出書類により[削除] 下請負人が社会保険等に未加入であることが判明した場合には、受注者は、発注者からの通知

に基づき具体的な理由を記載した書面（以下「理由書」という。）を速やかに発注者に提出しなければならない。 

 

７．～９． [略] 

１０．[削除]下請負人が社会保険等未加入建設業者の場合には、建設業担当部局等による社会保険等の加入に係る指導等が行わ

れるため、受注者及び当該下請負人は、適切に対応しなければならない。 

１－１－１５ ～ １－１－５１ ［略］ 

 

第２章 ～ 第１７章 [略] 
第１８章 
第１節 ～ 第２節[略] 

第３節 堤体工 

１８－３－１ ～ １８－３－１１［略］ 

１８－３－１２ 腰ブロック工 

受注者は、腰ブロックの水抜孔の施工に当たり、硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰφ５０㎜）を１㎡に１箇所程度の割合で設置

しなければならない。 

１８－３－１２ [略] 

第４節 ～ 第７節[略] 

第１９章 ～ 第２１章 [略] 
 

参 考 [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1編 共通編 

第１章 総 則 
第１節 総則 

１－１－２ ～ １－１－１３［略］ 

 

１－１－１４ 施工体制台帳及び施工体系図 

１．～５．[略] 

６．受注者は、原則として、社会保険等未加入業者を下請契約（受注者が直接契約締結するものに限る。）以下「１次下請契約」

という。）の相手方としないこととする。 

また、提出書類により１次下請負人が社会保険等に未加入であることが判明した場合には、受注者は、発注者からの通知に基

づき具体的な理由を記載した書面（以下「理由書」という。）を速やかに発注者に提出しなければならない。 

 

７．～９． [略] 

１０．１次下請負人以外の下請負人が社会保険等未加入建設業者の場合には、建設業担当部局等による社会保険等の加入に係

る指導等が行われるため、受注者及び当該下請負人は、適切に対応しなければならない。 

１－１－１５ ～ １－１－５１ ［略］ 

 

第２章 ～ 第１７章 [略] 
第１８章 
第１節 ～ 第２節[略] 

第３節 堤体工 

１８－３－１ ～ １８－３－１１［略］ 

１８－３－１２ 腰ブロック工 

受注者は、腰ブロックの水抜孔の施工に当たり、硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵφ４０mm）を１㎡に１箇所程度の割合で設置

しなければならない。 

１８－３－１２ [略] 

第４節 ～ 第７節[略] 

第１９章 ～ 第２１章 [略] 
 

参 考 [略] 

 

 

 

 

 

 




